
成績概要書（2007年 1月作成） 

研究課題：修学旅行生を対象とした農家民宿の効果と組織化方策 

（農業・農村体験によって発現する教育的機能の解明 ②農業・農村体験が農村地域に与

える効果） 

担当部署：中央農試 生産研究部 経営科 

協力分担：（独）農村工学研究所 都市農村交流研究チーム 

予算区分：国費受託 

研究期間：2004～2006年度 

１．目的 

 農家民宿による修学旅行の受け入れ実態、農業者に与える効果、組織運営手法と今後の方向性につ

いて明らかにする。 

２．方法 

①組織概要および運営実態：Ｃ組織および事務局、農家等への聞き取り調査、資料収集 

②農家・農村地域に与える効果：アンケート調査、農家調査 

３．成果の概要 

１）Ｓ町はグリーン・ツーリズム推進(農業農村理解や交流促進、農業の新たな資源化等)を掲げ、農

協と共にＣ組織を平成 16 年度に設立した。それにより修学旅行生からの農家民宿ニーズへの対応

を可能とした。18年は10校受け入れ、19年は17校が予定され、高いニーズを裏付けている（表1）。 

２）平成19年度は4,700万円程度がＳ町に投下され、間接消費は1,400万円になると見込まれるが、

会員農家の平均売上金額は40万円であり、現状では経済行為とはいえない(表1)。延べ宿泊者数は、

観光客延べ宿泊客数の約13％に相当し、観光面での効果が高い(表2)。 

３）会員農家は、農業農村理解や地域振興、知名度向上を目的とし、85％が取り組みを評価(H17)した。

会員農家に対する効果は、家族や地域の活性化、農業がもつ役割を再認識したことである(表 3)。

一方、Ｃ組織の活動が非会員農家に与えた効果は、農業の意義を再認識させた等であった。 

４）農家民宿(農業体験に限る)による修学旅行生受け入れには以下が重要になる。①一般民宿に比べ

開業が容易にするため、農林漁業体験民宿への登録や特区申請(Ｓ町は消防法規制緩和)を行うこと

(表 4)。これには自治体の明確な方針の下での支援が重要である。②多数の農家民宿確保には、関

心が高いとみられる都市農村交流活動経験がある農家や地域農業のリーダー、大規模農家への勧誘

が有効と考えられるが、全町的取り組みにするには全農家への勧誘を行うこと。その際には目的を

周知し、紙面等での PR や戸別訪問等での勧誘作業が必要になる。③事務局を設置すること。事務

局は、外部交渉、受入調整と会員への配分、研修や講習の実施、会員勧誘、学校への PR 業務等や

機能を担う必要がある。Ｃ組織は3つの専門部会を設置し、体験や交流計画、研修計画やマニュア

ル作成、PR作業を会員農家と共に検討している。組織(事務局)運営を効率的に行い、会員農家の参

加意識を向上させるには専門部会等の設置が望ましい。④組織が大きな場合は地域部会を設置する

こと。地域部会は、地域内の受入配分の協議や受入方法等に関する情報交換を行うことが望ましい。 

５）上記の活動を行う際の主な課題は、①事務局運営の担い手確保と公的支援に対する住民の理解、

②多数の会員確保と会員増加による意識差の拡大、③農繁期のニーズ対応と具体的な受入準備作業

である。対応として、①は住民への目的周知と効果の PR を行う、②は持続的な PR と勧誘活動や、

研修等による持続的な意識啓発や共通の目的意識の浸透を図る、③は受入配分の平準化と受入時期

の分散により負担軽減を図る、研修や講習の実施や必要事項のマニュアル作成と配布などが必要で

ある。また、活動方針(受入規模)を示し、農繁期の受け入れに会員農家の理解を得る必要がある。 

６）以上を踏まえて、修学旅行の農家民宿への取り組み手順と検討すべき課題と対応を示した(図)。 



表1  売上金額の推移と予測（旅行代理店手数料差し引き後） 

年度 農家民宿戸数 農家民宿 1 戸あたり売上金額 宿泊人数 

平成17 年  58 戸  2,499 千円   43 千円   165 人(11 人) 

平成18 年 104 戸  9,415 千円   90 千円   997 人(39 人) 

平成19 年 未定 41,768 千円 402 千円 3,054 人(未定) 

注1)Ｃ組織総会資料から作成、平成18年、19年は推定、宿泊人数の括弧は一般農業体験客数 

注2)売上金額から、事務局手数料（10％）が差し引かれる 

 

表2  Ｃ組織の農家民宿への取り組みがＳ町に与える効果 

年度 平成17 年 平成18 年 平成19 年 延べ観光宿泊人数(平成17 年) 

延べ宿泊者数 319 人(0.7％) 1,228 人(2.8％) 5,692 人(12.9％) 44.1 千人 

注）延べ宿泊者は17年、18年は実績、19年は予約、括弧内は道経済部資料におけるS町観光客延べ宿泊人数に対する比率 

 

表3  修学旅行生受け入れ（農家民宿）による会員農家の変化（平成18年、複数回答） 
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回答者(人) 9 9 8 8 7 6 5 5 4 4 

比 率(％) 32.1 32.1 28.6 28.6 25.0 21.4 17.9 17.9 14.3 14.3 

注）平成 18 年調査、回答者 28 人、高齢者が活発になった、農業の大切さを認識した：3 人、家族がまとまった：2 人、生活に張りが

出た、農業に対して前向きになった、青年が活発になった、農業を誇りに思う:各1人 

 

表4  Ｓ町の各種規制等に対する取り組みと内容 

対応 規制緩和された内容 

農林漁業体験民宿申請 

（簡易宿所に限る） 

客室床面積、定員に係わる面積、フロント・食堂設置、火災防止管理者専任(客数 30 人未満)、廊下

幅、排煙設備設置、高齢者・障害者への配慮規定（客室 100 ㎡未満） 

ｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑ特区申請 避難誘導設備設置、火災報知設備設置（火災報知器、非常用照明、階段手摺りは必要） 

その他 共同調理により消費者契約法や北海道消費者条例の適用、食中毒等の補償（修学旅行保険で対応、

送迎等の自動車保険は適正加入が必要）。 

残された課題 

(規制緩和したい課題） 

調理場等の構造に関する規制（食品衛生法による調理場への耐水性材料の使用、清掃しやすい構

造、結露しにくい構造、シンクの必要数量） 

 

 １．組織設立 ２．会員確保 ３．組織体制・運営 

検討 

・ 

実践 

項目 

①地域目標の設定と合意形成 

②農林漁業体験民宿申請、特区申

請等での簡易宿所規制緩和 

③意識啓発・研修等への支援 

④自治体等の事務局設立・運営支援 

⑤都市農村交流経験農家、リー

ダー層への勧誘、大規模農家 

⑥紙面等でのＰＲや戸別訪問 

⑦活動目的の明確化と周知 

⑧事務局業務：活動方針作成、交渉窓口、受

入計画、調整と配分、研修や講習実施、会

員勧誘、学校等へのＰＲ、農家間の情報交

換促進等 

⑨専門部会：業務分担、事務局負担軽減と農

家参加促進、地域部会：受入配分・調整 

担当 自治体、ＪＡ、普及ｾﾝﾀｰ、関係機関 自治体、ＪＡ、事務局、組織役員 事務局、会員農家、普及センター 

 ↓ ↓ ↓ 
主な

課題 

財政基盤が弱い事務局の運営 

公的支援に対する住民の理解 

多数の農家確保が必要 

多様な農家の参加による意識差

農繁期のニーズ対応 

具体的な受け入れ準備作業 

 ↓ ↓ ↓ 
対応 

自治体による事務局や活動への支援

と、住民への活動目的や内容、効果

のＰＲで理解を高める 

事例紹介等のＰＲをはじめとする

持続的なＰＲと勧誘活動、継続的

な意識啓発により共通の目的意

識の浸透を図る 

受入配分の平準化と受入時期の分散を図る、

研修やマニュアル(接遇・料理・体験メニュー・

雨天対策・危険防止策)の作成と配布、活動方

針（受入規模）の明示 

図 修学旅行生等を対象とした地域的な農家民宿への取り組み手順 

 

４．成果の活用面と留意点 

（１）道外からの修学旅行生を役場や農協などが組織的に受け入れをする際の参考となる。 

（２）設立初期の組織を対象とした評価であることに留意が必要である。 
 

５．残された問題とその対応 

（１）地域連携のあり方や長期的に見た地域に与える効果測定 


